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Ⅰ はじめに                      
１ 森林・林業を取り巻く情勢 

(1) 森林の働きと私たちの暮らし 

 

 森林には、県土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを

支える働きをはじめ、保健休養の場や多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地

球温暖化の防止等、地球規模での環境を保全する働きなど多様な機能があり、このような働きは、

「森林の多面的機能」といわれ、私たちの暮らしと密接に関わっています。 

 また、森林から生産される木材は、大気中の二酸化炭素が炭素として固定された再生産可能な資

源であることから、木材を利用することは、地球温暖化の防止や循環型社会の構築に寄与するもの

です。 
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以上の森林の働きを「森林の多面的機能」といいます。 
 
また、「森林の多面的機能」のうち、「木材等の林産物を供給する機能」を除いたもの

を、「森林の公益的機能」と呼んでいます。 
 
このように森林は、様々な働きによって、私たちの暮らしに多くの恵みをもたらしており、

私たちが暮らしていく上で、なくてはならない、かけがえのない財産です。 
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「「木木をを使使うう」」ここととののメメリリッットト  

 【健康面等での効果】 

 木材は、湿度が高いときには水分を吸収し、 

低いときには水分を放出するという調湿作用 

を有しており、また、断熱性や衝撃に対する 

安全性等にも優れています。 

 さらに、紫外線を吸収したり、音を適度に吸 

収してまろやかにするなどの性質の他、木の 

香りが体をリラックスさせたり、ダニを防除した 

りといった作用もあります。 

 このように木材は、人にやさしい数々の特長 

により、風土に適した心地よい住まいづくりを 

可能にします。 

 また、学校の仕上材として木材を適所に使 

用することにより、温かみと潤いのある教育環 

境を提供します。 

 
【地球温暖化防止等、環境面での効果】 

 木材は、鉄やコンクリートなどとは異なり、光合成によって固定された炭素を貯蔵しています。 
 このため、住宅や家具、土木工事等様々な用途に木材を利用することは、大気中の二酸化炭素を長期間にわ

たって削減することにつながります。 
 また、木材は、加工するときのエネルギー消費が、鉄などの資材に比べ少なくて済むことから、二酸化炭素の排

出削減にも貢献する環境にやさしい資材であり、さらに、燃料として利用するときには、木材がもともと大気中にあっ

た二酸化炭素を固定しているものを再び放出するだけであることから、化石燃料と比較すると、燃やしても大気中

の二酸化炭素濃度に影響を与えないとされています。 
 このように、木材を使うことは地球温暖化防止に貢献することとなり、さらに、近くの山の木を地域材として地元で

利用すれば、外材など遠くで生産された木材に比べ輸送の際に消費するエネルギーが少なく、二酸化炭素の排

出量もさらに少なくなります。 
 加えて、木材は、伐って使っても、新たに木を植えて育てることにより繰り返し使っていける再生産可能な資材で

あり、そうしたサイクルが経済的に回ることによって森林の整備も進むようになることから、木を使うことは健全な森

林づくりにも貢献します。 
 以上のことから、地域の木材の利用拡大を積極的に図っていく必要があります。 

解 説 

木造住宅 鉄骨プレハブ住宅 鉄筋コンクリート住宅

炭素貯蔵量

６炭素トン １．５炭素トン １．６炭素トン

材料製造時の
炭素放出量

５．１炭素トン １４．７炭素トン ２１．８炭素トン

木造住宅 鉄骨プレハブ住宅 鉄筋コンクリート住宅

炭素貯蔵量

６炭素トン １．５炭素トン １．６炭素トン

材料製造時の
炭素放出量

５．１炭素トン １４．７炭素トン ２１．８炭素トン

住宅一戸当たりの材料製造時の炭素放出量と炭素貯蔵量 

（資料：「炭素ストック、CO2放出の観点から見た木造住宅建設の評価」木材工業Vol.53.No.4.1998、林野庁「森林・林業白書H22年版」） 

調湿能力が高い木材 
～内装の違いによる住宅内の湿度変化～ 

（資料：則元京 他 木材研究資料 No.11,1977） 
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(2) 森林・林業の状況 

①森林・林業を取り巻く国内外の情勢 

 

 2010年３月の国際連合食糧農業機構（ＦＡＯ）の発表によれば、世界の森林面積の減少傾向は、近年緩や

かになってはいますが、それでも、2000年から2010年までに年平均520万ha（長野県の面積の約４倍）の

森林が減少しています。 

 特に、南アメリカやアフリカを中心に森林の大規模な消失が進んでおり、地球温暖化防止対策が国際的に

大きな課題となっている中で、気候変動緩和に重要な役割を果たす森林の適正な管理は、世界全体で協力し

て取り組むべき重大な課題として注目されています。 

 

 そうした中で、京都議定書の第１約束期間に入り、国内においては、二酸化炭素の吸収源対策として間伐

等の森林整備が推進される一方、森林の二酸化炭素吸収量の数値化の動きやバイオマスエネルギーの活用等

による二酸化炭素の排出削減の動きが活発化するなど、地球温暖化防止に向けた森林の働きが注目されてい

ます。 

 

 木材の需給等については、近年、ＢＲＩＣｓなど中国をはじめとする新興国の経済発展が著しく、こうし

た国々の旺盛な木材需要により、国際的な木材需給がひっ迫している状況です。 

 それに加え、国内では、ロシアの輸出木材の関税アップに関連した北洋材の輸入量の減少や、針葉樹合板

への国産材需要の増加等に伴い、国産材への期待が高まっています。 

 一方で、経済不況による住宅着工戸数の減少は、国内の木材需要の減少と木材価格の低迷をもたらすなど、

関係業界に大きな影を落としています。 

 また、国産材の需要増に伴い素材生産量が増大している地域では、皆伐後の造林未済地の増加が新たな問

題となっています。 

 

 国では、こうした情勢の中で、平成２１年１２月に、１０年後の木材自給率５０％以上を目標とした「森

林・林業再生プラン」を策定し、新たな森林・林業政策の構築に向けた取組を展開しています。 

（資料：長野県信州の木振興課業務資料） （資料：長野県住宅課業務資料） （資料：農林水産省「木材需給報告書」） 

長野県の木材価格の推移 新設住宅着工戸数の推移 日本の合板用素材需要量の推移 
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②県内の森林・林業の現状と課題 

 

 本県の森林面積は１０６万 haで、県土の約８割を占めています。（面積で全国３位、森林率で４

位） 

 これら森林の公益的機能の評価額を試算すると年間３兆６８１億円で、県民一人あたりの恩恵額

は、年間で約１４０万円、一日あたりで約３，８００円となっています。 

「緑の社会資本」ともいえるこれら森林の機能が、持続的かつ高度に発揮できるよう、県民みん

なで森林づくりを支えていく必要があります。  

 

【京都議定書の第１約束期間】（きょうとぎていしょのだいいちやくそくきかん） 
 京都議定書は、１９９７年１２月に京都で開催されたＣＯＰ３で採択された気候変動枠組条約の議定書であり、この議定書で定められた温室

効果ガスの削減への取組の第１段階の目標期間（２００８年～２０１２年）を第１約束期間という。締約国の温室効果ガス総排出量を１９９０年か

ら少なくとも５．２％を削減しなければならないと規定されており、日本には、第１約束期間の５年間における温室効果ガスの平均排出量を、基

準年の排出量から６％削減（うち森林吸収量で３．８％削減）するという目標が割り当てられている。 
 

【ＢＲＩＣｓ】 
 経済発展が著しいブラジル、ロシア、インド、中国（China）の頭文字を合わせた４カ国の総称。 
 

【ロシアの輸出木材の関税アップ】（ろしあのゆしゅつもくざいのかんぜいあっぷ） 
 ２００６年１２月、ロシア政府が丸太の輸出関税の段階的な引き上げを決定し、主要品目について、２００７年７月に２０％、２００８年４月に２５％

に引き上げられた。２００９年１月には８０％に引き上げられる予定であったが２０１０年現在、延期されている。 
 
【合板】（ごうはん） 
 丸太から薄くむいた板（単板）を、繊維（木目）の方向が直交するように交互に重ね、接着したもの。 
 
【素材生産量】（そざいせいさんりょう） 
 立木を伐採し、枝葉や梢端部分を取り除き、丸太にして生産した量（丸太の材積）のこと。 
 
【皆伐】（かいばつ） 
 対象とする林地にあるすべての樹木を、いちどに全部伐採すること。 
 
【木材自給率】（もくざいじきゅうりつ） 
 木材需要量に占める国産材の割合。 

用語の解説 

（資料：長野県林務部 
「長野県民有林の現況 平成22年4月」） 

長野県の森林面積(所有区分別) 森林のもつ機能と本県森林の貨幣評価資産額 

（資料：長野県森林政策課業務資料） 

64%
48%

16%
公有林

私有林

長野県
1,060千ha
[H22.4.1]

民
有
林

国有林
36%
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平成１９年度に行った県政世論調査において、森林に期待する役割を聞いたところ、「自然災害

を防ぐ土砂の流出防止」や「水源のかん養」といった森林の公益的機能に県民から多くの期待が寄

せられました。 

 また、県内の森林の現状に対する認識については、「整備が進まず、荒廃が進んでいる」と「一

部整備が進んでいるが、一部で荒廃している」の回答が合わせて約７５％を占め、多くの県民が森

林の荒廃が進んでいると感じています。 

 以上のことから、公益的機能を高度に発揮できる森林づくりを進める必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度に行った県政世論調査では、森林を健全な姿で次の世代に引き継ぐために、特に必

要なことについて聞いたところ、「間伐等の森林整備を進めること」が６割超となりました。 

 その他、「森林整備を担う技術者の確保・育成を図ること」にも大きな期待が寄せられています。 

 以上のことから、間伐等の森林整備を進めるとともに、森林づくりの担い手の育成等も積極的に

進めていく必要があります。 

 

63.1%

53.3%

40.8%

34.6%

33.4%

23.3%

21.0%

11.3%

2.3%

1.5%

1.5%

間伐等の森林整備を進めること

森林整備を担う技術者の確保・育成を図ること

山崩れなどの災害を防ぐこと

木材を積極的に利用すること

ニホンジカなどの被害から森林や農作物などを守ること

木材をエネルギー資源として利用すること

環境教育などの場として森林を活用すること

木材を森林から搬出する仕組みをつくること

その他

特にない

無回答

有効回答数　1,226人

（資料：長野県総務部「平成19年度県政世論調査」） 

県民の森林に期待する役割 

森林の現状に対する認識 

（資料：長野県総務部「平成19年度県政世論調査」） 

（資料：長野県総務部「平成22年度県政世論調査」） 

森林を健全な姿で次の世代に引き継ぐために、特に必要だと思うこと 

84.2%

81.2%

74.6%

46.8%

44.5%

43.6%

26.3%

1.6%

1.3%

自然災害を防ぐ土砂の流出防止

地球温暖化の防止

水源のかん養

森林セラピーなど保健休養の場としての利用

子供たちなどの教育の場として利用

木材等林産物の供給

グリーンツーリズムなどの観光資源として利用

その他

特になし

有効回答数　1,439人

2.4%

20.2%

35.8%

39.3%

2.3%

荒廃が
進んでいる

一部で荒廃が
進んでいる

荒廃は
進んでいない

わからない

不明
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森林・林業等の状況について見てみると、木材価格が長期にわたり低迷する一方で、造林や保育、

伐採等に要する人件費等の経費は増大し、採算性が悪化しています。 

 こうしたことから、地域の林業が低迷し、森林所有者の森林への関心が低下するとともに、間伐

等の適切な森林整備や、計画的な主伐・再造林等が行われず、放置された森林が増加する傾向にあ

ります。  

 持続的に健全な森林を管理していくためには、喫緊に必要な森林整備を推進するとともに、林業

が森林づくりを持続的に担っていけるよう、採算性等の課題を克服し、国産材の需要を拡大して、

生産活動を活発にしていくことが必要であり、そのことによって、森林所有者による適切な森林管

理が持続的に行われるという好循環の状況を作っていく必要があります。 

 

 

【森林づくり】（しんりんづくり） 
 森林を守り、育てること。 
 単に、造林、育林といった森林内での作業（森林施業）のみでなく、県産材を利用することや森林を多面的に利用すること、また、多くの人の

多様な参加による協力等も、森林を守り、育てることにつながるため、広い意味で「森林づくり」に含めている。 
 
【国有林、民有林、公有林、私有林】（こくゆうりん、みんゆうりん、こうゆうりん、しゆうりん） 
 国有林は、国が所有する森林の総称。 
 民有林は、国有林以外の森林で、このうち県や市町村・財産区が所有する森林を公有林、個人や会社・社寺など法人が所有する森林を私有

林という。 
 本指針は、長野県の森林全体に係る方針を明確にするものであるが、県が行う施策の適用範囲は民有林のみであるため、国有林について

は、具体的には林野庁中部森林管理局との連携を緊密に図ることにより、所期の目的を達成することとしている。 
 
【公益的機能を高度に発揮】（こうえきてききのうをこうどにはっき） 
 県土の保全や水源のかん養等の森林の公益的機能が、ただ森林があることによって発揮されているのではなく、適切な整備等によって、そ

の機能がより大きく効果的に発揮されること。 
 
【間伐】（かんばつ） 
 育成段階にある森林において、樹木の混み具合に応じて、育成する樹木の一部を伐採（間引き）し、残存木の成長を促進する作業。この作

業により生産された丸太が間伐材。一般には、主伐までの間に育成目的に応じて、数回実施することが必要。 

用語の解説 

                         「「間間伐伐」」のの必必要要性性  

間伐をしないと下枝が枯れ上 

がり、光合成も十分にできないこ 

とから、幹が太くなれず根も十分 

に張ることができないため、森林 

の持つさまざまな機能が発揮で 

きなくなってしまいます。 

間伐を行うことによって、木と 

木の間隔が広くなり、根の張りが 

促進され災害に強い森林になり 

ます。 

木材としても、太く健全に育ち、 

将来有効に利用できるようになり 

ます。   

解 説 
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県内では近年、局地的な豪雨による災害の発生等により、「災害に強い森林づくり」に対する県

民の関心が高まっています。 

 一方、県内各地において、野生鳥獣の生息分布の拡大と農林業被害の深刻化により、農林業者の

経営意欲が減退し、山村や森林の機能低下が危惧されています。また、森林化した耕作放棄地が、

野生鳥獣被害を助長するなどの問題が顕在化しています。 

 こうした災害や鳥獣被害に対応するための地域ぐるみの取組が必要となっています。  

  

 また、長野県森林づくり県民税の導入や地球温暖化防止対策等により、森林整備量が増大してい

ますが、それらを担う森林組合や林業事業体における労働力確保については、将来の事業量確保に

対する不安から雇用を手控えるなど、事業量の増大が雇用拡大に結び付かない雇用のミスマッチが

生じており、これらに対する対応が必要となっています。  

  

【主伐】（しゅばつ） 
 目的樹種を収穫する伐採のこと。次の世代の樹木の育成（更新）を伴うもので、更新を伴わない間伐と区別される。 
 
【再造林】（さいぞうりん） 
 人工林を伐採した跡地に人工造林を行うこと。 
 
【災害に強い森林づくり】（さいがいにつよいしんりんづくり） 
 県民生活の安全・安心を守るために、治山事業等を通じて、適地適木・適正管理による森林整備を推進し、必要に応じて治山施設の効果的

な整備を行う減災に資する森林づくりのこと。 
 県では、平成１８年７月の諏訪地域を中心とした豪雨災害を教訓として、平成２０年に「災害に強い森林づくり指針」を全国に先駆けて策定。 
 
【長野県森林づくり県民税】（ながのけんしんりんづくりけんみんぜい） 
 森林の多面的な機能を持続的に発揮させ、健全な姿で次の世代に引き継いでいくために、平成２０年４月１日から県が導入した独自課税制

度。荒廃した里山の森林整備等を推進するための財源として使われる。  

用語の解説 

（資料：木材価格；林務部「長野県木材統計」、平成21年は9月現在（長野県信州の木振興課業務資料） 
賃金；厚生労働省「林業労働者職種別賃金調査」※平成16年をもって調査廃止） 

平成18年7月豪雨災害(岡谷市) ニホンジカの食害による造林地の表土流出(飯田市) 

木材価格と伐出業賃金の推移 
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 カラマツの価格（H21.9）は
　　　        Ｓ40年の約1.0倍
 木材伐出賃金（H16）は
　　　        Ｓ40年の約13.6倍
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                 近近代代以以降降のの長長野野県県内内のの森森林林のの歴歴史史  

明治・大正時代の長野県では、現在民有林と呼ばれる場所においては、ほとんど樹木が生えていない山が広が

っていました。このため、大雨が降るたびに大規模な災害が発生し、人々の生活が脅かされていました。こうしたこと

から、明治から大正にかけて、荒廃した山林を復旧するための治山工事や砂防工事により緑化が推進された地域

もありました。 
燃料や肥料として里山の資源が貴重であった昭和30年頃までは、人家に近い里山の木々等は、私たちの生活

に必要不可欠な有用資源でした。これらの山林資源は、炭焼きなどの目的で収奪されていたため、木がほとんど無

い風景が広がっていました。 
 昭和30年代になると、燃料革命により、里山から燃料を調達する必要がなくなりました。加えて木材需要の高まり

もあり、積極的な植林が盛んになり、各地で大規模な造林が進むようになりました。 
 また、県内各地に見られる荒廃森林を復興させるため、各地で大規模な治山緑化が進められ、はげ山を緑にす

るための積極的な取組を進めてきました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦後に植栽されたカラマツ等は、現在50年近くが経過して、木材として利用することも可能な大きさにまで成長し

ています。 
県内の山は、ほぼすべてが森林で覆われるようになり、つい数十年前まで山に木が無かったことなど想像もつかな

いような状態にまでなりました。 
 しかしながら、社会経済情勢の変化の中で、近年になって森林と人との関わりが薄れ、先人が苦労して造成した

森林が適切に手入れされないといった問題が生じています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 かつてのような荒廃した山に戻さないため、また、先人達の苦労を無にしないためにも、成長した森林の資源を持

続的に活用して、森林と人との適切な関わりの中で、必要な手入れが継続的に行われるようにしていくことが求めら

れています。 

解 説 

裸地が目立つ山肌（松本市牛伏川日陰沢 明治44年） はげ山が目立つ風景（明科町 昭和30年） 

植林作業の状況（佐久地方 昭和30年代） 

（写真：牛伏川砂防工事沿革史） 

山腹緑化の施工状況（喬木村九十九谷 昭和初期） 
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２ 森林づくり指針の策定にあたって 

(1) 策定の背景 

 

 県土の８割を占める森林は、多様な生態系を支えるとともに、清らかな水と空気をはぐくみ、災

害から県民の生命と暮らしを守り、木材をはじめとした林産物を産み出し、さらには地球温暖化防

止に貢献するなど、社会の中で重要な役割を果たしています。まさに森林は、持続可能な社会を支

えるかけがえのない基盤であり、世代を超えて利用される貴重な社会全体の共通の財産といえます。 

  

 長野県では、こうした森林の「質」や「価値」をさらに高めて、健全な姿で次世代に引き継いで

いくことを目的として、県民の主体的な参加の下で森林づくりを進めるため、平成１６年に「長野

県ふるさとの森林づくり条例」を制定しました。 

 この条例に基づき、本県の森林づくりに関する総合的かつ長期的な目標や施策の基本的事項等を

定める「森林づくり指針」を平成１７年に策定し、平成２７年を目標に「県民みんなで支える森林

づくり」を柱に、関連する施策を展開してきました。 

 その結果、森林づくり県民税の導入による身近な里山の整備や、地域が主体となった森林の集約

化の推進など、県民の森林づくりに対する意識の向上や間伐をはじめとする森林整備の推進等に一

定の成果を上げてきました。 

  

 一方、森林づくり指針の策定から５年が経過する中で、森林・林業を取り巻く情勢は大きく変化

しています。特に、世界的な木材の需給動態の変化に伴う国産材への期待の高まりや、地球温暖化

防止に向けた取組の活発化が顕著であり、また、県内の状況を見れば、災害に強い森林づくりへの

関心の高まり、野生鳥獣による農林業被害の深刻化等、新たな施策の方向性を必要とする課題が多

く見受けられる状況となっています。 

 また、国においては、平成２１年１２月に、１０年後の木材自給率５０％以上を目標とした「森

林・林業再生プラン」が策定され、新たな森林・林業政策の構築に向け、思い切った制度改革等を

実施すべく、森林法の改正や森林・林業基本計画の改定に向けた検討が進められています。 

  

 この５年間の本県の森林・林業施策は、前述のような成果を上げてきた一方で、こうした情勢の

変化に対して、森林の管理・経営体制の整備、林業・木材産業の構造改革等といった点で、まだ十

分に対応しきれていない状況です。 

 こうした状況を真摯に受け止め、情勢の変化に的確に対応すべく、本県の森林・林業に関する方

針を再度点検し、不足している点を補うとともに強調すべき点を明確にする観点から、これまでの

「森林づくり指針」を見直して新たな森林づくり指針を策定することとしました。 

【森林の集約化】（しんりんのしゅうやくか） 
 零細で分散した個々の所有森林の施業を、集団的に取りまとめて、一括して効率よく行えるようにすること。「団地化」ともいう。 
 また、集約化した森林のまとまりを「団地」という。  

用語の解説 
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(2) 指針の性格 

  

 森林は長い年月をかけて形成されるものであることから、森林づくりは、まさに「百年の計」の

もとに取り組んでいくことが重要です。 

  

 この指針は、長野県ふるさとの森林づくり条例第９条の規定により、概ね１００年先の本県の森

林のあるべき姿と、その姿を実現するために県政や県民、森林所有者、事業者等が取り組むべき長

期の森林づくりに関する方向性を明らかにするとともに、それらを見据えて、今後１０年間に行う

県の施策の基本的な展開方向を定めるものです。 

  

 県は、この指針の実現に向け、国や市町村、森林・林業関係団体等との緊密な連携を図りつつ、

森林づくりを支える県民、森林所有者、事業者等との協働のもと、積極的に施策を展開します。 

  

 なお、策定にあたっては、長野県中期総合計画（平成１９年１２月策定）及び本県の他の計画等

との整合・調和を図るとともに、国において今後予定されている森林・林業基本計画の改定に向け

た様々な検討状況との整合を考慮しました。 

また、この指針は、本県の森林・林業に係る諸計画の上位に位置づけられることから、県は、今

後の森林・林業に係る諸計画について本指針との整合を保つこととします。 

 特に、本指針を具現化するための詳細計画については、別途、実行計画を策定することとします。 

 

長野県
森林づくり指針

他分野との整合・調和

長野県ふるさとの森林づくり条例

第９条

県産材利用指針、森林組合指導方針、
県営林管理経営計画、鳥獣保護事業計
画、特定鳥獣保護管理計画　など

整合を確保

地域森林計画
（都道府県）

市町村森林整備計画
（市町村）

森林施業計画
（森林所有者等）

全国森林計画
（国）

森林・林業に係る県の諸計画

森林法に基づく計画

森林・林業
基本計画

（国）

整合を考慮

長野県中期総合計画

環境基本計画、地球温暖化防止県民計画、
水環境保全総合計画、科学技術産業振興指
針、観光振興基本計画、食と農業農村振興計
画、住生活基本計画、景観育成計画　など

調 和

整 合

国有林の「地域別の森林計画」（森林管理局）

調整

指針具現化のため
の実行計画
（アクションプラン）
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(3) 指針の計画期間 

  

 概ね１００年先の森林のあるべき姿をめざす中で、指針の計画期間は、平成２３年度から平成 

３２年度までの１０年間とします。 

 なお、社会情勢の変化等に応じて、計画期間中でも見直しを行っていくこととします。   

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 指針の策定手法 

  

 指針の策定にあたっては、長野県ふるさとの森林づくり条例第９条第３項の規定により、県民、

森林所有者、事業者等の意見を聴いて策定しています。  

 

長野県
森林づくり指針

H23
年度

H32
年度

H122
年度

H28
年度

指針の期間（10年後の目標を設定）
めざす

森林の姿

10年後

見直し

必要に応じて
見直し

100年後

みんなで支える森林づくり地域会議
（県内10地方事務所）

意見

森林づくり指針専門会議

報告

みんなで支える森林づくり県民会議

みんなで支える森林づくり県民会議における検討

地域住民

有識者

県民代表

意　見

パブリックコメント

関係者
意見照会

ワークショップ等

県民等からの意見聴取

長野県森林づくり指針

意　見
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Ⅱ 森林づくり指針の基本的な考え方           
 

１ 私たちの社会における森林等の役割 

  

【森林の役割】  

 森林の持つ公益的機能は、地球温暖化の防止、山地災害の防止、水源のかん養、自然環境の保全

など多岐にわたります。また、持続的に供給可能な循環型資源である木材などの林産物を供給する

ことも、資源循環型社会・低炭素社会の形成に資する公益性のある働きの一つといえます。  

 このように、森林は多面的な機能を有しており、その役割は、私たちが暮らしていくうえで極め

て重要です。 

 このため、森林は、例えそれが私有財産であっても、広く県民、国民に様々な恵みをもたらして

いる「社会全体の共通の財産」としての位置付けを併せ持っています。 

 

【林業・木材産業の役割】 

 戦後植林された森林の多くが４０～５０年生に達し、今後、着実に資源として活用できる時代の

到来が期待される中で、それを担うべき地域の林業・木材産業は、外材との競合や採算性の悪化等

により低迷し、森林所有者は林業経営の意欲を失い、それらが森林づくりを停滞させる大きな要因

となっています。 

 しかしながら、本来あるべき地域の林業・木材産業は、その活動が持続的に行われることにより

森林の多面的機能が十分に発揮されるとともに、山村地域に経済的な豊かさをもたらし、さらには、

循環型資源である林産物を多くの人に供給するなど、私たちの暮らしにとって極めて重要な産業と

いえます。 

 

【地域の役割】  

 地域の人々は、古来より森林から様々な恵みを受けるとともに、森林を守り、育てながら、森林

との歴史を創り出してきましたが、社会経済情勢の変化の中で、地域における森林と人との関わり

の希薄化や、過疎化・高齢化の進行等により、森林を守り、育てる営みが十分に行われなくなって

います。 

 地域社会が維持され、地域に暮らす人々の営みがそこにあり、人々と森林との関わりが保たれる

ことではじめて、地域の森林が適正に管理され、林業等の活動も持続的に行うことができます。ま

た、その結果として得られる森林からの恵みは、地域の人々にとどまらず、広く県民、国民にも、

もたらされます。 

 このように、森林を支えている地域の役割は、森林や林業・木材産業を健全に維持していくため

に欠かせないものであり、私たちの暮らしにとって極めて重要です。 
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２ 指針の基本的な考え方  
 

 私たち人間を含め、多くの生命が生きていく上で欠かすことのできない社会全体の共通の財産で

ある森林について、その「質」や「価値」をさらに高め、健全な姿で次の世代に引き継いでいくた

めには、今、まさに必要とされている森林の整備を着実に進めていくことが重要です。 

 また、こうした森林の整備や保全を進めるにあたっては、地域の林業や木材産業が、森林資源を

活用することにより森林を支え、地域を支えていく産業として、ますます重要な役割を担うことが

期待されています。 

 さらに、地域に暮らす人々が、継続的に森林に関わりながらこれを活用していくことによって、

森林が適正に管理され、持続的に森林を支えられるようになることが求められています。 

 

 このため、この指針では、豊かな森林によって、持続的に暮らしに潤いと安らぎがもたらされる

社会をめざし、森林の整備・保全に加え、木を活かした力強い産業づくりと豊かな地域づくりを施

策の柱に据えて、「森林」、「林業・木材産業」及び森林を支える「地域」の役割が十分に発揮され

るための今後の方策等を明らかにします。 

なお、それらを進めるにあたっては、森林の恵みを受けて暮らす県民一人ひとりが、その恵みに

応えるべく、様々な形で森林づくりを支えていくことを基本に進めていきます。 

 

 こうした考えのもと、今後の本県の森林づくりは、次の視点に基づき推進することとします。 

 

  【【基基本本目目標標】】  

「森林を活かし 森林に生かされる 私たちの豊かな暮らし」 

 

  この基本目標は、木材等の林産物をはじめ、森林の様々な恵みを暮らしに活かすことにより、

豊かな森林が維持されるとともに、その森林によって、清らかな水や空気などがはぐくまれ、災

害等から人々の生命や暮らしが守られるという好循環の姿を表しています。  
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【【基基本本方方針針】】    

「みんなで支える ふるさとの森林づくり」 

 ①みんなの暮らしを守る森林づくり 

 ②木を活かした力強い産業づくり 

 ③森林を支える豊かな地域づくり  

 

 基本目標の実現に向け、「森林」、「林業・木材産業」及び森林を支える「地域」のそれぞれの

将来の姿を明確にした上で、①から③までの３つの基本方針に基づき、 「みんなで支える ふ

るさとの森林づくり」を推進します。 

  

 「みんなで支える ふるさとの森林づくり」は、行政や森林・林業関係者だけで森林づくりを

進めるのではなく、森林の恵みを享受している県民みんなで森林づくりを支えていくという考え

方です。 

 森林づくり県民税などの「納税」により、間接的に支えるといった形が代表的ですが、それだ

けでなく、県産材製品を積極的に暮らしの中に取り入れることも健全な森林づくりを支えること

につながります。また、ボランティアとして森林整備へ参加することなども森林づくりを支える

ものです。 

  一方で、キャンプなどのアウトドア体験や、キノコ狩り、山菜採り等、森林の恵みを楽しむ体

験も、森林を知る第一歩として非常に重要です。 

  このように、「みんなで支える ふるさとの森林づくり」には、様々な形で森林に親しみ、関

わりながら、森林づくりを支えていくという意味を込めています。 

 

  

目　標
森林を活かし　森林に生かされる

私たちの豊かな暮らし

県民が様々な形で森林づくりに参加する
「みんなで支える　ふるさとの森林づくり」を推進

木を活かした力強い産業づくり

林業や木材産業が、健全な森林づくり
に貢献しつつ、循環型社会と山村地域
を支える産業として発展するよう再生

　　森林を支える豊かな地域づくり

森林・林業の再生と併せ、山村をはじ
め地域の人々の暮らしが維持され、豊
かさを実感できるような地域づくりの
ための取組を推進

　 みんなの暮らしを守る森林づくり

森林を健全な姿で次世代に引き継いでい
くため、森林の機能に応じた適正な森林
整備を推進
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３ 指針のめざす姿 
 

 県は、今後、この指針に掲げる基本目標を実現するため、基本方針に沿って具体的な方策を展開

していくこととしますが、そのためには、「森林」、「林業・木材産業」及び森林を支える「地域」、

それぞれ３つの将来の姿を明確に設定し、現在ある課題等を考慮した上で、めざす姿を実現するた

めの方向性を明らかにする必要があります。 

 以下に、それぞれのめざす姿と、当面の取り組むべき方向を示します。 

 なお、めざす姿は、「森林」については概ね１００年先、「林業・木材産業」及び「地域」につい

ては、その森林の姿を実現するための中途の到達点として、概ね１０年先を想定したものとします。 

また、当面の取り組むべき方向は、めざす姿を実現するために今後１０年間で取り組む方向とし

ます。 

 

(1) みんなの暮らしを守る森林づくり 

①めざす森林の姿 

 １００年先には、針葉樹林、広葉樹林、針広混交林がバランスよく配置される中で、適地適木を

基本とした多様な林齢、多様な樹種からなる森林が形成されており、森林の持つ多面的な機能が持

続的に発揮されています。 

 災害の防止や水源のかん養など公益的機能が重視される森林のうち、おもに針葉樹人工林では、

強度の間伐の後、地域の在来植生の広葉樹を誘導・育成し、針葉樹と広葉樹が適度に混交した森林

（針広混交林）が形成されています。天然林では、必要最低限の施業が実施されるとともに、自然

の力にゆだねながら、おもに広葉樹を主体とする成熟した森林として維持されています。 

 その結果、これらの森林は、公益的な機能を高度に発揮し、人々の暮らしを守り続けています。 

 木材を生産するなど資源の循環利用が重視される森林では、間伐をはじめとする施業が適切に実

施され、長伐期化とともに、適切な主伐・植栽が取り入れられることにより、様々な林齢の森林が

つくられ、公益的な機能も発揮しつつ、持続的に豊かな資源が供給できる状態となっています。  

 また、里山など人の暮らしに密着した森林については、人との関わりの一層深い森林となって、

地域の人々の意向にそって、様々な利用に供されています。 

 こうした森林の姿をめざす中で、結果として今から５０年先には、県内の民有林全体で広葉樹林

と針葉樹林の面積比率が、現在の４：６から６：４に逆転し、その先の５０年で、これらの森林は

さらに成熟し、それぞれ重視される機能を高度に、また、安定的に発揮できる状態となっています。 

 

 

【適地適木】（てきちてきぼく） 
 人工林を育てる場合、その土壌に最も適した樹種を選んで植林し育てること。 
 
【林齢】（りんれい） 
 森林の樹木の年齢。人工林の場合は、苗木を植栽した年度を１年生とし、以後、２年生、３年生・・・と数える。 
 なお、林齢を５ヵ年でひとくくりにしたものを「齢級」といい、林齢１～５年生までを１齢級、６～１０年生までを２齢級、以下３齢級、４齢級・・・と数
える。 
 
【人工林】（じんこうりん） 
 木を植栽（造林）するなど主に人為により成立した森林。天然林に対する語。 
 
【天然林】（てんねんりん） 
 主に人為ではない自然（天然）の力によって造成された森林。人工林に対する語。 
 
【長伐期】（ちょうばっき） 
 通常の伐期より高い林齢の伐期のことで、標準的な伐期のおおむね２倍以上の林齢とされている。 
 
【里山】（さとやま） 
 人により利用若しくは管理がなされているか、または、これがかつてなされていた身近な森林のこと。 

用語の解説 
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                   針針葉葉樹樹林林とと広広葉葉樹樹林林とと針針広広混混交交林林  

県内の針葉樹林は、アカマツの天然林などもありますが、大半は、カラマツやスギ、ヒノキなどの人工林です。これ

ら針葉樹人工林は、森林の多面的な機能を維持するために、間伐等の施業を行うなど適正に手を入れながら育て

ていく必要があります。 
一方、広葉樹林は、一部人工林もありますが、ほとんどが天然林であり、土壌や標高などの様々な条件によっ

て、その樹種も多種多様です。(場所によっては、その機能を高度に発揮させるために手を入れることも必要です。) 
 

木材を効率的に生産するには、針葉樹人工林が最も適していますが、水源かん養機能や山地災害防止機能等

を高めるには、針葉樹と広葉樹が適度に入り混じった多様な樹種で構成された森林が望ましいとされています。 
また、針葉樹と広葉樹いずれも、単一樹種による一斉林よりも、性質の異なる様々な樹種によって構成される森

林の方が、地力の維持や森林生態系の多様性、様々な被害に対する抵抗性の観点からも有利とされています。 
なお、広葉樹には、家具や建材として優れた特性を持つ樹種もあり、公益的な機能だけでなく、木材利用の面で

も注目していく必要があります。 
 

どのような森林をめざせば良いのかは、地形や気候、歴史など、その森林が成り立つための諸条件を踏まえた上

で、森林所有者をはじめとする地域の人たちが選択していくことが重要です。 
県では、針葉樹人工林のうち立地条件等から持続的な木材生産が困難な森林等は、間伐を進めながら、天然

力を活用して自然に侵入してくる広葉樹の育成を図り、針広混交林を経て、さらに多様な樹種からなる広葉樹林へ

と転換していく方向で、森林づくりを進めていくこととしています。 
なお、針広混交林や広葉樹林を育成・管理するための施業については、まだまだ事例が少ない状況であり、今

後も事例検証を進めながら、施業体系や管理指針の作成に向け取り組んでいくことが必要です。 
  
 

解 説 
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②今後の取り組むべき方向 

～みんなの暮らしを守る森林づくり～  
  

 現在、木材価格の長期的な低迷などにより、林業の採算性が悪化したことから、森林所有者によ

る適切な森林の整備や管理が行われず、求められる森林の機能を十分に発揮できない森林が多く存

在しています。このため、重視すべき森林の機能に応じて、必要な森林整備が着実に実行され、持

続的にその機能が発揮されるような仕組みが必要となっています。 

 一方、平成２０年度から導入された森林づくり県民税を活用した取組等により、地域が主体とな

って森林を整備し管理するといった新たな動きも見られ、こうした取組をさらに広げていくことも

必要です。 

 こうしたことから、今後１０年間の取り組むべき方向としては、それぞれの地域において、森林

所有者や地域住民等の合意形成を前提として、森林の生態や地質等の条件を踏まえた上で、重視す

べき機能に応じた最も効率的かつ効果的な森林づくりが進められるよう取り組みます。 

 

 公益的機能の高度発揮をめざす森林づくりでは、将来の針広混交林化などを基本とした森林整備

の推進を図ります。 

 また、災害に強い森林づくりを地域の人々とともに進めたり、保安林の指定を推進するなど、森

林の保全に向けた取組を強化します。 

 木材生産機能の高度発揮をめざす森林づくりでは、持続的に森林資源の供給が可能となるよう林

齢の多様化など主伐や植栽も取り入れた森林づくりの推進を図ります。 

 これらの取組により、「森林を活かし森林に生かされる社会」に資する、健全な森林を守り育て

ていきます。 

【保安林】（ほあんりん） 
 森林法第25条、第25条の2の規定により、水源のかん養や土砂の流出の防備など、公益的機能の発揮が特に必要として指定される森

林。保安林に指定されると、保安林内での伐採や土地の形質の変更等に一定の制限が課せられる。その一方で、県による治山事業や保
安林整備が行われるとともに、固定資産税の免除等の税制上の優遇、厳しい伐採制限が課されている保安林への損失の補償などの優遇
措置が講じられる。 

用語の解説 

　　　　公益的機能の発揮をめざす森林づくり　　　　　木材生産の高度化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  をめざす森林づくり

里山等人の暮らし
に密着した森林

自然の推移に
任せる森林

間伐の計画的な推進等
により森林の機能を高
度に発揮する森林

低コストな利用間伐の
他、主伐も取り入れて
効率的に木材生産を
行う森林

暮らしを守る豊かな森林づくり 森林資源の循環利用ができる森林づくり

針広混交林化、天然林保全等 長伐期化、齢級の平準化等

森林整備の方向・・・

【イメージ図】

森林資源の多面的利用
により地域を豊かにする
森林づくりを推進

災害に強い森林づくり等の推進 林業再生の取組の推進施策の推進方向(例示)・・・

(例示)・・・

地
域
に
お
け
る
合
意
形
成

現在ある森林の「質」・「価値」の向上
「森林を活かし森林に生かされる社会」

に資する健全な森林
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(2) 木を活かした力強い産業づくり 

①めざす林業・木材産業の姿 

 １００年先の森林の姿をめざす中で、１０年先には、森林資源を効率的、安定的に供給し、有効

に利用していく体制が整ってきています。 

 林業や木材産業は、その活動が継続的に活発に行われることにより、健全な森林づくりに貢献し

つつ、循環型資源である木材を県内外の多くの人に提供するとともに、地域を支える産業として発

展しています。 

 また、あらゆる分野において、外材や他の素材等から国産材への原料転換が進み、県内の森林か

ら生産された木材は、カラマツをはじめ多様な樹種を有する長野県産ならではの強みや特長を生か

す形で、建築用材やバイオマスエネルギーなど、様々な用途に利用され、人々の暮らしに潤いや安

らぎをもたらしています。 

 

収穫する育てる

植える

森林所有者

主伐材・間伐材の利用

経費の支出
（苗木代など）

経費の支出
（保育施業の経費）

販
売
収
入

間伐 主伐

林業の
活発化

このサイクルを
円滑にまわすこ
とにより、健全な
森林づくりに貢献

公
的
支
援
等

\ \

\

木造公共施設

木質バイオマスエネルギー

県産材住宅 木とのふれあい

木材産業の活発化
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②今後の取り組むべき方向 

  ～木を活かした力強い産業づくり～ 
  

 現在、林業の採算性の悪化とともに、林業・木材産業の低迷が続いており、このままでは、今後

の国産材需要に応えることができず、適切な森林施業も進められないといった状況に陥っています。 

 このため、力強い地域の林業・木材産業を再構築することにより、森林資源を活かし続けながら

森林づくりを進めるといった、資源の循環利用の仕組みを確立することが必要になっています。 

 こうしたことから、今後１０年間を、林業・木材産業の再生に向けた１０年間と位置づけ、品質

や価格等の面で競争力のある林業・木材産業の実現、生産から利用までの関係者が一体となった体

制づくりに取り組みます。 

 

 林業の分野では、木材生産の高度化を図る森林において、施業の集約化や高密度路網の整備、高

性能林業機械の活用などを組み合わせて、さらなる生産コストや育林コストの低減を図ることによ

り、林業の収益性を向上させるとともに、それらを担う人材の育成等を進めます。 

 さらに、林業が地域の独自性を生かしながら、木材をはじめとする様々な林産物等、山村の価値

ある資源を総合的に取り扱える産業として発展するよう、人づくりや仕組みづくりを進めます。 

 木材利用の分野では、利用に係る様々な関係者が一体となって、効率的かつ安定的に県産材の利

用を進められる体制を整え、外材等からの原料転換が進むよう県産材の需要の拡大を図り、大規模

需要や地産地消等、多様なニーズに応えられる仕組みづくりを推進します。 

また、住宅等様々な建築物等への県産材の利用を促進するとともに、県は、率先して公共建築物

等への県産材の利用を推進します。  

 

 

 

 
力力強強いい林林業業・・木木材材産産業業のの実実現現にに向向けけてて  

 今後１０年間、木材の生産から利用までの過程において、そのボトルネックを解消することにより、

林業・木材産業の活動を活発化させます。 
 そのため、生産から利用に係る様々な関係者が一体となった取組を推進します。 

ボトルネック

間伐ができない 生産コストが高い 製材工場がない 県産材需要の減少

施業の集約化等 路網整備・機械化等 加工流通体制整備等 需要の拡大等

利益の還元

加工流通が非効率間伐が進まない
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(3) 森林を支える豊かな地域づくり 

①めざす地域の姿 

 

 地域の人々が、その地域に誇りと愛着を持って、様々な形で森林に関わっており、また、森林資

源や森林空間を多面的に活かすことで、森林に関わる多様な産業や交流が生まれ、地域外の多くの

人々も関わることによって地域に活力が満ちています。 

 また、それぞれの地域には、自らの地域を豊かにしていくために自らが率先して行動するといっ

た地域主導の気風と、それらを先導する優れた地域リーダー等の人材が育っています。 

 さらに、深刻化する野生鳥獣被害や豪雨による土砂災害等に対して、集落ぐるみで対策が講じら

れるなど、住民の豊かな暮らしを確保するために、地域の力が最大限に発揮されています。 

 このように、１０年先には、森林を活かしつつ森林を支え、また、その森林によって生かされる

豊かな地域が県内各地に存在し、地域の森林が適正に管理・経営される仕組みが整い、林業・木材

産業をはじめとする森林に関わる地域の産業が活発に行われることによって、地域社会が豊かに維

持されています。 

地域での合意形成 地域の共同作業 

都市部の企業との交流 
森林セラピー 

【高密度路網】（こうみつどろもう） 
 高密度に整備された森林内の道路網（林内路網）のこと。林内路網とは、一般車両等の走行が可能な｢公道｣のほか｢林道｣や、林道などから
分岐する｢作業道｣、さらに簡易な｢作業路｣等を含めた総称、または、それらを組み合わせたもので、適切な森林管理を行うために配置される。 
 
【高性能林業機械】（こうせいのうりんぎょうきかい） 
 従来のチェーンソーや集材機等に比べて、作業の効率化や労働強度の軽減等の面で優れた性能をもつ林業機械のこと。（具体的な機種

は、P48で解説） 

用語の解説 
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②今後の取り組むべき方向 

～森林を支える豊かな地域づくり～ 

  

 現在、森林を支えている地域では、過疎化・高齢化とともに森林管理の空洞化が進行しており、

このままでは、これまで以上に地域の森林の適切な管理が困難となり、この先、森林を支えていけ

ないといった状況に陥っていくことが危惧されます。 

 こうした地域が今後も持続的に森林を支えていくには、森林を活用しながら地域を維持していく

ための様々な基盤づくり・環境づくりが必要です。 

  

 こうしたことから、今後１０年間は、森林の管理・経営等を持続して行っていくための地域の仕

組みづくり・人づくりを進めます。 

 また、様々な森林資源や地域資源に着目し、これを有効に活用して、地域外の多くの人々との交

流を生み出すことで、地域の活性化を図ります。 

 さらに、地域の主要な産業である農林業を守るため、野生鳥獣の農林業被害対策などの取組を進

めます。  

 

森森林林をを支支ええるる豊豊かかなな地地域域づづくくりりにに向向けけてて  

～～様様々々なな森森林林資資源源をを活活かかししたた地地域域づづくくりり～～  

もの
情報

資金

ひと

森林資源
の多面的
な活用

地域リーダー
の育成を推進

様々な支援
制度の活用

地域づくりに
係る先進情
報の発信

森林の適正な管理

山村の産業の再生

国民・県民の豊かな暮らし

活力に満ちた魅力ある地域

環
境

（
未
利
用
資
源
の
有
効
活
用

）

教
育

（
多
様
な
体
験
機
会
の
提
供

）

健
康

（
癒
し
機
能
の
活
用

）

特
産

（
特
用
林
産
物
の
生
産

）

様々な交流（新たな観光）　景観・資源
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(4) 基本指標 

  

以下に示す目標は、１００年後の森林の姿を実現するための到達点として示すものであり、指針

全体に関連する基本的な指標とします。 

 
◆民有林の整備の目標（50年後）

（単位：千ha）

現状（Ｈ２２） 目標（Ｈ７２） 備　　　　考

人工林針葉樹 327 229
　　木材生産重視(132)
　　公益的機能重視(97)…針広混交林

天然林針葉樹 60 54

小　　計 387 283 　　占有率 59%　→　43%

人工林広葉樹 2 2

天然林広葉樹 272 376 　　針広混交林(98)

小　　計 274 378 　　占有率 41%　→　57%

661 661

※面積は立木地のみの数値

※人工林針葉樹の一部針広混交林化と天然林針葉樹の広葉樹林化により、針広の割合が逆転

◆民有林の間伐の目標（今後10年間）
（単位：千ha）

目標(H23～H32)

184

◆素材生産の目標（10年後）
（単位：千ｍ3／年）

現状（Ｈ２１） 目標（Ｈ３２）

305 750

◆林業労働力の目標（10年後）
（単位：人）

現状（Ｈ２１） 目標（Ｈ３２）

2,567 3,000

※林業就業者＝現場において造林や伐採等の作業を行うことを業務とする者

広葉樹

合　　　　　計

林業就業者数

区　　　　　分

針葉樹

間伐目標面積

区　　　　　分

年間素材生産量

区　　　　　分

区　　　　　分

○木材生産を高度化する森林については、林道等道路から500m以内の人工林針葉樹を対象とし、
保安林等の制限林及び更新不適地を除外
○針広混交林は、針葉樹：広葉樹＝１：１として算出

○３～12齢級の人工林及び天然アカマツ林のうち、林道等から500m以内の林分を対象とする。
ただし、 500m以上離れた森林のうち、７齢級以上の森林は１回間伐を実施

○主伐と間伐による素材生産量を合計して算出（民有林間伐材搬出率40％と想定）

○10年後の造林及び素材生産量の事業量を予測し、人工数と年間平均就労日数を設定し算出
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「「指指針針ののめめざざすす姿姿」」とと今今後後のの取取りり組組むむべべきき方方向向（（重重点点的的なな課課題題））  

みんなの
暮らしを

守る
森林づくり

H23 H32 H122

●公益的機能の発揮をめざす森林づくり
　　　針広混交林化の推進、災害に強い森林づくりの推進
●木材生産の高度化をめざす森林づくり
　　　主伐・更新の促進による林齢の多様化

●森林の持つ多面的な
機能を持続的に発揮
●多様な林齢・樹種か
らなる森林を形成
●針葉樹林、広葉樹
林、針広混交林をバラン
スよく配置

10年後

木を
活かした
力強い

産業づくり

森林を
支える
豊かな

地域づくり

めざす姿

●競争力のある林業の構築
　　　施業集約化､高密度路網整備､
　　　機械化、担い手育成

●安定的な原木･製品供給体制整備

●公共事業、住宅、バイオマス等、
　木材需要の拡大

10年間の間伐目標：184千ha

●森林の適正管理のための
　仕組みづくり、人づくり

●交流を軸とした地域の活性化

●野生鳥獣による農林業被害対策

H23 H32 H122
10年後 100年後

10年後

10年後

100年後

重視すべき機能に応じた森林づくり

面積比率（広葉樹：針葉樹）   4:6（現状）→6:4（50年後）

●地域の合意形成
●実効性の高い森林計画の策定
●適切な森林整備の推進

100年後

●林業・木材産業が地
域を支える産業として発
展
●外材や他の素材等か
ら国産材への原料転換
が進み、カラマツをはじ
めとする県産材を様々
な用途に利用

めざす姿

H32の素材生産目標

750千ｍ3/年
（H21の2.5倍）

●森林資源・森林空間
の多面的利活用により、
多様な産業や交流が生
まれ地域が活性化
●地域力の発揮により、
地域社会が豊かに維持

めざす姿
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Ⅲ 今後取り組む具体的な方策              
１ 施策の体系 
  

 指針の基本目標及びめざす姿を実現するため、「みんなで支える ふるさとの森林づくり」の考え

方の下、３つの基本方針を柱に体系化し、総合的に施策を展開します。 

 

みんなで支える　ふるさとの森林づくり

森
林
を
活
か
し
　
森
林
に
生
か
さ
れ
る
　
私
た
ち
の
豊
か
な
暮
ら
し

みんなの暮らしを守る森林づくり

木を活かした力強い産業づくり

森林を支える豊かな地域づくり

多様な森林の整備の推進

森林の保全に向けた取組の強化

林業再生の実現

信州の木の利用促進

森林の適正な管理の推進

森林の多面的な利用の推進

野生鳥獣対策の推進
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今今後後実実施施ししてていいくく主主なな施施策策  

地域ぐるみの森林づくり（合意形成）

実効性の高い森林計画の策定

施業集約化と間伐の推進

適切な主伐の誘導

適切な更新施業推進

災害に強い森林づくりの推進

病虫獣害の拡大防止

集約化､路網整備､機械化

地域一体となった取組の推進

地域特性を生かした林業の推進

高度な技術者等の養成
森林組合の強化、事業体の育成

関係者連携による地産地消 高効率な加工体制整備

木質バイオマス等様々な分野での利用の拡大

用途に応じた適切な原木供給 新製品開発

管理主体の明確化

事業体管理や地域共同管理等の推進

森林化した耕作放棄地の対策

都市住民等との交流の推進

人材の育成・定着の促進

個体数管理のための捕獲対策の推進

獣肉の有効活用に向けたジビエ振興対策の推進

集落ぐるみの被害対策の推進

新たな森林産業の創造（山村の６次産業化）

県産材ＰＲ・販路開拓

木材生産の高度化を目指す森林づくり

　
み
ん
な
の
暮
ら
し
を
守
る
森
林
づ
く
り

森林の
適正な

管理の推進

森林の
多面的な

利用の推進

公益的機能の発揮をめざす森林づくり

多様な
森林の

整備の推進

森林の保全
に向けた

取組の強化

林業再生の
実現

信州の木の
利用促進

野生鳥獣
対策の推進

森
林
を
支
え
る
豊
か
な
地
域
づ
く
り

　
木
を
活
か
し
た
力
強
い
産
業
づ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
地
域
力
の
発
揮

（
地
域
ぐ
る
み
・
集
落
ぐ
る
み
に
よ
る
取
組
の
推
進

）

地域ぐるみの防災体制整備

森林の公的管理の推進

針広混交林化の推進

森林環境教育の推進
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